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防災アプリ導入業務に係る公募型プロポーザル募集要項 

 

１ 目的 

  本業務は，防災情報等の緊急音声放送を伝達する防災アプリを新たに導入するものとし，

安定的で機能的に優れた防災アプリの導入ができる質の高い事業者を選定することを目的

とする。 

 

２ プロポーザル概要 

 (1) 業務名 

   防災アプリ導入業務 

 (2) 業務内容 

   別紙「防災アプリ導入業務仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

 (3) 契約期間 

   契約締結日から令和８年１月２９日（木）まで 

 (4) 提案限度額 

   ７，７７７，０００円（税込） 

 (5) 最低制限価格 

   設定しない。 

 

３ プロポーザル公告から契約締結までのスケジュール 
日 程 内 容 

令和７年７月１１日（金） 募集要項の公表，公募開始 

令和７年７月１８日（金）午後５時まで 質問書の受付期限 

令和７年７月２８日（月） 質問書に対する回答期限 

令和７年７月２８日（月）午後５時まで 参加表明書等の提出期限 

令和７年８月 ８日（金）午後５時まで 提案書類の提出期限 

令和７年８月２１日（木） 選定委員会（ヒアリング）出席 

令和７年８月２２日（金）※予定 審査結果の通知 

 

４ 参加資格要件 

  本プロポーザルに参加することができる事業者は，次のとおりとする。 

 (1) 参加表明書を提出する時点で，呉市の令和７～１０年度物品・業務委託等入札参加資格

者名簿に登録されている者であること。 

 (2) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号に掲げる者に該当しないこと。 

 (3) 呉市入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止の措置又は指名停止に至らない事

由に関する措置を受けていないこと。 

 (4) 会社更生法又は民事再生法の規定に基づく更生手続又は再生手続の開始の申立てがな

されていないこと。 

 (5) 法人税，消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

 

５ 質問の受付及び回答 

 (1) プロポーザルに係る書類等の配布 

   公告の日から令和７年７月１８日（金）までの間に，呉市ホームページからダウンロー

ドすること。 

 (2) 仕様書等に対する質問及び回答 

   仕様書等の内容に関する質問を次のとおり受け付ける。 
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  ア 受付期間 

    公告の日から令和７年７月１８日（金）午後５時まで 

  イ 提出方法 

    質問書（様式第９号）により，電子メール又はＦＡＸで提出すること。提出に当たっ

ては，必ず電話にて送信の旨を速やかに連絡すること。 

     電子メール：kurekiki@city.kure.lg.jp 

     Ｆ Ａ Ｘ：０８２３－２５－０３１５ 

  ウ 回答方法  質問者に随時回答するとともに，呉市ホームページに回答を掲載する。 

  エ そ の 他  質問回答については仕様の一部とする。 

 

６ 参加表明書等の提出 

 (1) 受付期間 

  ア 公告の日から令和７年７月２８日（月）午後５時まで 

  イ 持参による受付は，閉庁時を除く午前９時から午後５時までとする。 

 (2) 提出方法 

   本募集要項の 12の担当部署へ持参又は郵送（一般書留又は簡易書留に限る。）により提

出するものとする。【受付期間内必着】 

 (3) 提出書類 
№ 様式及び書類名 提出部数，留意事項等 

１ 参加表明書（様式第１号） １部 

２ 参加表明書等受領書（様式第２号） １部 

参加表明書受付時，事務局が受付印を押印の上，

提出者に返却する。郵送で提出する場合は，１１

０円切手を貼付した返信用封筒を同封すること。 

 

７ 提案書類の提出 

 (1) 受付期間 

  ア 令和７年８月８日（金）午後５時まで 

  イ 持参による受付は，閉庁日を除く午前９時から午後５時までとする。 

 (2) 提出方法 

   本募集要項の 12の担当部署へ持参又は郵送（一般書留又は簡易書留に限る。）により提

出するものとする。【受付期間内必着】 

 (3) 提出書類 
№ 様式及び書類名 提出部数，留意事項等 

１ 提案提出書（様式第３号） １０部（正本１部，副本９部） 

２ 提案書等受領書（様式第４号） １部 

提案書受付時，事務局が受付印を押印の上，提

出者に返却する。郵送で提出する場合は，１１

０円切手を貼付した返信用封筒を同封するこ

と。 

３ 提案書（様式第５号） １０部（正本１部，副本９部） 

４ 参考見積書（様式第６号） 

内訳書（様式任意） 

１０部（正本１部，副本９部） 

参考見積書には，提案限度額を限度に記載する

こと（消費税及び地方消費税相当額を含む。）。

内訳書には，その積算根拠を記載すること。 

５ 提案に関する図書（様式任意） １０部（正本１部，副本９部） 

６ 実績調書（様式第７号） １０部（正本１部，副本９部） 
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同種・同規模の実績を主に記載し，契約書の写

し（鑑のみで可）を添付すること。 

７ 法人税，消費税及び地方消費税の納税証

明書  

１部 

国税通則法施行規則別紙第９号書式その３の

３。税務署で提出日前３か月以内に作成された

もの。写し可。 

８ 選定委員会出席者届出書（様式第８号） １部 

(4) 提案書類の作成方法 

   提案書類は，次の事項に留意するとともに，仕様書等の内容を踏まえて作成すること。 

  ア 用紙は，Ａ４縦・横書き・片面使用・左綴じとし，目次を作成するとともに，下部に

ページ番号を記載する。 

  イ 表紙は，「１ 提案提出書（様式第３号）」を使用する。 

  ウ 「６ 実績調書」以外は，応募事業者の名称及びロゴマークなど応募事業者が判別で

きるものを記載しないこととする。 

  エ 提案書に記載する内容は，参考見積書・内訳書に記載した金額の範囲内で実現できる

ものとする。 

  オ 仕様書等に記載している内容以外で，この業務の目的を達成するために有効な提案が

あった場合は，評価の対象とする。 

 

８ 審査 

 (1) 審査方法 

   審査は，防災アプリ導入事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において，

提出された提案書類及びヒアリング結果について，評価基準（別紙）により総合的に評

価して行い，得点の総計が最も高い者を優先交渉権者，次点の者を次点交渉権者として

特定する。ただし，最高得点者が２者以上いる場合は，選定委員会で協議のうえ，順位

を決定する。 

   なお，審査の参加者が１者の場合も選考することとし，評価基準により，適否を判断

するものとする。 

 (2) ヒアリング 

   事業者を選定するに当たり，次のとおりヒアリングを実施する。 

  ア ヒアリングの開催日時，場所等の詳細については，後日，電子メールで通知するも

のとする。 

  イ ヒアリングの出席者は，本業務を行う業務担当者を含め１事業者につき３名以内と

する。 

  ウ 時間は，１事業者につき３０分以内（説明１５分，質疑１５分） 

  エ 説明は，事前に提出した企画提案書を用いて分かりやすく説明すること。企画提案

書に対する説明資料の追加は認めない。 

 (3) 審査結果の通知 

   令和７年８月２２日（金）頃を目途に，呉市ホームページに掲載するとともに，提案

者に対し文書で通知する。 

 

９ 契約の締結 

 (1) 契約手続 

   選定委員会において特定された優先交渉権者を受注候補者として協議を行い，地方自

治法第２３４条第２項の規定による随意契約により速やかに契約手続きを進めるものと

する。なお，協議の際，提出された企画提案書の内容の一部を変更する場合がある。た
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だし，次のいずれかに該当し，契約が締結できない場合は，次点交渉権者を受注候補者

として再度協議するものとする。 

  ア 受注候補者が，地方自治法施行令第１６７条の４に規定する者に該当することとな

ったとき。 

  イ 受注候補者が，呉市から指名除外措置を受けたとき。 

  ウ 受注候補者が，選定後に虚偽の申し出等により本プロポーザルの参加資格を満たさ

ないことが明らかになったとき。 

  エ 受注候補者からの見積徴取の結果，契約締結ができないとき。 

  オ 受注候補者が本業務委託契約の締結を辞退したとき。 

 (2) 業務委託の仕様及び実施条件 

   本業務の仕様については，仕様書に定めるほか，企画提案書に記載された内容を尊重

し，発注者，受注者協議の上で定める。 

 (3) 契約保証金 

   契約を締結する場合においては，契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付

しなければならない。ただし，呉市契約規則第３６条第１項の各号に該当する場合は免

除することができる。 

 

10 その他 

 (1) 本プロポーザルの参加に要する費用は，全て参加者の負担とする。 

 (2) 本プロポーザルに係る提出書類は返却しない。 

 (3) 提出書類は，提出者に無断での利用はしない。ただし，本プロポーザルの手続及びこれ

に係る事務処理に必要な範囲において，提出書類の複製，保存等を行う。 

 (4) 提出書類は，呉市情報公開条例（平成１１年呉市条例第１号）に基づく情報公開請求の

対象となり，非公開とすべき部分を除き公開することがある。 

 (5) 提出書類に虚偽の内容を記載した場合には，指名除外措置を行うことがある。 

 (6) 提出書類の提出後，辞退を行う場合は，任意の様式にて書面により申し出ることとし，

辞退後は，いかなる理由があっても再参加は認めない。 

 (7) 提出書類の提出後において，記載された内容の変更は認めない。 

 

11  構築に係る参考スケジュール 

契約締結日～令和７年１２月 システム構築 

令和８年１月        防災行政無線操作卓接続・アプリ仮運用 

令和８年２月        アプリ本運用 

 

12 担当部署（問い合わせ先） 

  事 務 局：呉市 総務部 危機管理課 

  所 在 地：〒737-8501 呉市中央４丁目１番６号 

  電    話：０８２３－２５－３３２６ 

  Ｆ Ａ Ｘ：０８２３－２５－０３１５ 

  Ｅメール：kurekiki@city.kure.lg.jp 

   ※来課の場合は，事前に電話連絡をすること。 
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（別紙）評価基準 

評価項目 評価基準 配点 

①提案方針 
・本業務導入の目的や方針を正しく理解し，アプリ

などの構成について合理的な提案ができているか。 
２５ 

②導入実績 
・他の地方自治体等において十分な導入実績がある

か。 
２５ 

③仕様書との適合 
・防災アプリ導入業務仕様書に記載された仕様を全

て満たしているか。 
２５ 

④防災啓発，平時の活

用 

・防災啓発や平時の活用を期待できる機能提案があ

るか。 
２５ 

⑤セキュリティ対策 

・個人情報を含むデータの取り扱いや，情報漏洩対

策等，セキュリティ対策は十分か。 

・冗長化やバックアップ等における継続性は十分

か。 

２５ 

⑥使いやすさ，操作性 
・誰でも使いやすく見やすいアプリになっている

か。 
２５ 

⑦継続性 

・ユーザのニーズに対応できるアプリのアップデー

トの実施や拡張性の確保について提案があるか。 

・アプリを複数年継続して発注者に提供できるか

（提供後数年でサービスを終了する予定はないか） 

２５ 

⑧利用促進 
・アプリの活用促進やダウンロード数を伸ばすため

の取組はどうか。 
２５ 

⑨サポート 
・ヘルプデスクによるサポート体制及びトラブル発

生時の解決に向けた迅速な対応はどうか。 
２５ 

⑩コスト 

・見積額が最も低い提案者を満点とする。 

それ以外の者は次のとおり計算する。 

配点×（最低の見積価格／提示価格）※小数点第 1

桁切り捨て） 

５０ 

⑪独自提案 
・独自提案がある場合，市及び市民にとって有益な

ものとなっているか。 
２５ 

合 計   ３００ 

 

各評価項目は以下の基準に基づき，０点から２５点までの６段階で評価する。 

  

 ２５点：特に評価が高い   

 ２０点：評価が高い     

１５点：普通である     

１０点：評価が低い     

５点：非常に評価が低い  

０点：評価できない 


